
中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ノ、

ン
ブ
タ
ン
〈
二
)

-

i

第
十
三
世
紀
初
葉
以
前
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
内
域
都
市
と
沿
海
都
市
|
|

田

中

正

義

四

当
時
、
デ
イ
ン
人
は
、
ひ
と
た
び
ア
ル
フ
レ
ド
の
治
世
の
晩
年
に
彼
等
の
首
長
グ
ズ
ル
ム
の
己
可

EM
が
ウ
ェ
シ
ク
ス
王
と
講
和
す
る

の
己
む
な
き
に
立
ち
到
ら
し
め
ら
れ
た
る
の
ち
も
、

ロ
ウ
マ
ン
l

プ
リ
テ
ン
時
代
に
ロ
ン
デ
ィ
ニ
ウ
ム
よ
り
西
北
に
向
い
デ
ウ
ァ
り

2一白

|
|
後
世
の
チ
ェ
シ
ア

p
g
E
2
州
の
州
都
チ
ェ
ス
タ
ロ
宵

2
2ー
ー
ー
に
ま
で
達
せ
る
と
こ
ろ
の

E
S
S
E包
ー
ー
ー
今
や
ア
ン
グ
ロ

ウ
ー
サ
グ
ソ
ン
に
依
り
受
け
継
が
れ
て
ウ
ォ
ト
リ
ン
グ
街
道

(gsshgマ
ミ
)
と
称
ば
れ
た
1

1

の
線
以
東
、
テ
ム
ズ
河
口
以
北
、
の

北
東
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
1

1
こ
の
の
ち
デ
イ
ン
ロ

l
(
U
S
Q
E
h
H
C
と
総
称
さ
れ
る
に
至
る
所
の
地
域
を
確
保
し
つ
つ
、
依
然
ウ
ェ
シ
ク

ス
に
と
り
脅
威
的
な
存
在
た
る
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
。
も
と
よ
り
、
そ
の
間
に
も
彼
等
デ
イ
ン
人
の
勢
力
に
は
消
長
が
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
長
兄
玉
の
あ
と
は
、

エ
ゼ
ル
ス
タ
ン

h
F色
白
窓
口
(
吋
・
申
立

i
u
S
)
・
エ
ア
ド
ム
ン
ド
何
回
仏

5
5仏(同・∞
S
t宝。)・

中
世
都
市
ウ
ィ
ン
テ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
〈
二
)

八
五



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
二
)

八
六

エ
ア
ド
レ
ド
何
回
骨
包
(
円
・

2
a
t呂
町
)
と
長
児
玉
の
三
子
が
相
次
い
で
立
っ
た
が
、
此
の
間
、
ウ
ェ
シ
ク
ス
は
、

ウ
ォ
ト
リ
ン
グ
街
道
以
西
の
マ

I
シ
ァ
の
地
に
加
え
て
向
街
道
以
束
の
マ

I
シ
ァ
の
地
を
も
デ
イ
ン
人
の
掌
中
よ
り
奪
回
せ
る
の
み
な
ら

一
時
的
に
は
、
前
記

ず
、
殊
に
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
の
時
に
は
、
第
九
陛
紀
初
栄
(
八

O
七
)
以
来
そ
こ
に
侵
入
・
定
着
せ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
於
け
る
デ
イ
ン
人

の
首
長
オ

l
ラ
フ
。
宮
内
が
、
第
九
世
紀
中
葉
(
八
山
四
)
以
降
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
地
に
成
立
せ
る
ケ
ル
ト
人
の
国
ア
ル
バ
ン
〉

5
8

国
の
王
、
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
西
北
隅
の
ス
ト
ラ
ス
ク
ラ
イ
ド

g
E
F己
吋
(
目
白
地
方
(
今
日
の
ラ
ン
カ
シ
ア
戸
山
口
内
山
田

E
5
w
ウ
エ
ス
ト

カ
ン
バ
ラ
ン
ド
わ
戸
B
Z
H
E
E
諾
州
)
に
於
け
る
ブ
リ
ト
ン
人
の
首
長
ら
を
誘
っ
て
、
九
三
七
年
大
挙
侵

ア
イ
J

ア
ン
テ
イ
プ
ア
イ

入
し
来
る
や
、
こ
れ
を
同
時
代
の
古
詩
に
名
高
い
ブ
ル
ナ
ン
プ
ル
フ
∞

2
5ロ
ヴ
ロ
吾
〔
此
の
場
所
は
未
だ
に
同
定
せ
ら
れ
て
い
な
い
〕

マ
ラ
ン
ド
巧

g
H
E
R
-田口円
y

エ
ア
ド
ウ
ィ

'ι
 

初
旬
己
主
間
(
円
・
自
問
、

tse・
エ
ト
ガ

7
E
a
m同
門
(
吋
・
∞
m
u
t
u
叶
日
)
が
相
次
い
で
立
っ
た
が
、
此
の
時
代
デ
イ
ン
の
反
攻
も
暫
し
跡
絶
え

い
ま
や
多
数
の

g
m
g
H
K
E四回

を
蔽
う
一
つ
の
「
帝
国
」
た
ら
し
め
た
か
の
観
が
あ
っ
た
。
市
し
て
、

の
戦
い
に
打
破
、
輝
や
か
し
い
勝
利
を
収
め
、

を
擁
し
て
、

ウ
ェ
シ
グ
ス
を
し
て
宛
か
も
全
ブ
リ
テ
ン

エ
ア
ド
レ
ド
の
の
ち
に
は
エ
ア
ド
ム
ン
ド
の
二
子
、

て

エ
ド
ガ
ァ
は
、
ア
ル
パ
ン
国
王
の
彼
に
対
す
る
忠
誠
心
を
確
保
せ
ん
が
た
め
に
是
れ
に
ト
ゥ
ウ
ィ
イ
ド
吋
当

2
巳
河
か
ら
フ
才

i
ス

江
湾
目
立
山
戸
。
同
句
。
丘
町
迄
の
北
部
ノ

l
サ
ン
ブ
リ
ア
の
地
を
与
え
、

か
く
て
将
来
に
お
け
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の

境
界
線
を
愛
に
ほ
ぼ
確
定
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
他
方
デ
イ
ン
ロ
ー
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
一
体
化
せ
ん
と
す
る
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
王
以
来
の

伝
統
的
政
策
を
推
し
進
め
、
笠
ハ
の
山
一
夫
王
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
一
部
た
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
デ
イ
ン
ロ

l
の
デ
イ
ン
人
に
彼
等
の

古
来
の
法
慣
習
に
従
っ
て
白
治
す
る
こ
と
を
允
許
し
た
の
で
あ
る
。

右
の
ア
ル
フ
レ
ド
大
王
以
後
の
デ
イ
ン
人
の
侵
入
期
に
つ
い
て
去
に
注
目
せ
ら
れ
る
の
は
、

ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
グ
ソ
ン
の
原
史
料
の
重

要
部
門
の
一
つ
1
1
i
諸
主
の
法
典
に
、
初
め
て
本
格
的
に
、
商
品
流
通
、
貨
幣
流
通
Q
M
d
m
を
含
む
)
に
関
す
る
諸
規
定
の
現
わ
れ
る
よ
う



に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
ア
ル
フ
レ
ド
の
政
策
を
継
承
し
て
即
位
勿
々
、
対
デ
イ
ン
人
闘
争
に
突
入
、
そ
の
姉
エ
ゼ
ル
フ
レ
ド

h
F
O目
白
由
主
の
夫
マ

i

シ
ァ
太
守
エ
ゼ
ル
レ
ド

h
F
O
H話
。
の
協
力
を
巌
ち
得
つ
つ
、
デ
イ
ン
ロ

l
の
心
臓
部
ふ
か
く
浸
透
し
て
、
奪
還
せ
る
各
要
衝
に
次
々
に

(

同

日

〉

(

町

山

)

城
砦
(
吉
事
)
を
構
築
せ
る
エ
ド
ワ
ァ
ド
長
兄
王
の
第
一
法
典
に
は
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
諸
規
定
が
見
出
さ
れ
る
。

〔

α〕

〔
第
一
章
〕
〔
序
詞

i
l判
決
並
び
に
訴
訟
に
関
す
る
ー
ー
ー
の
あ
と
を
承
け
〕
市
し
て
、
朕
の
意
思
は
、
各
人
が
彼
の
〔
商
業
・

取
引
に
対
す
る
〕
謹
人
定
時
た
ぬ
き
)
を
有
す
べ
ぎ
こ
と
、
お
よ
び
、
な
ん
び
と
と
い
へ
ど
も
町
な
ミ
)
の
外
に
て
は
売
買
(
円
S
宣
言
)

す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
し
か
も
、
彼
は
、
町
奉
行
な
ミ
荷
町
立
¥
ろ
の
謹
言

(
h
g礼
宮
市
何
)
若
し
く
は
人
々
の
信
頼
し
得
べ
き
他
の
正
直
芯

る
者
達
の
〔
謹
一
一
一
一
口
を
有
す
べ
き
こ
と
、
是
れ
な
り
。

〔
第
一
章
第
一
条
〕
商
し
て
、
い
ま
若
し
誰
か
が
町
の
外
に
て
売
買
せ
ん
か
、
彼
は
王
の
(
!
王
に
対
す
る
)
不
服
従
(
町
、
3
3
h
g

b¥専
と
3
5伺
)
〔
ゆ
ゑ
の
金
額
l
科
料
〕
に
服
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
0

・

〔

Q
H〕

さ
ら
に
、
宮
に
ブ
ル
ナ
ン
ブ
ル
ブ
戦
勝
の
勇
士
た
る
に
止
ま
ら
ず
、
和
睦
を
賛
し
治
安
を
維
持
し
た
、
強
力
な
る
立
法
者
・
為
政
者
で

(
目
出
)

も
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
が
、
り
て
の
治
世
の
何
時
か
、
或
い
は
九
三
五
年
に
、

ハ
ン
プ
シ
ァ
の
グ
レ
イ
ト
リ
の

E
門
包
司
(
ぱ
一
円

。円
o
m
g巳
g唱
J

に
於
て
発
布
せ
る
其
の
第
二
法
典
は
、

歴
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
壬
の
良
さ
秩
序
を
守
ら
ん
と
し
て
当
面
せ
る
所
の
主

〈
四

ω〉

要
問
題
の
数
多
く
の
も
の
に
亘
っ
て
お
り
、
極
め
て
包
括
的
な
法
典
で
あ
る
が
、
定
ハ
処
に
も
幾
つ
か
の
間
違
規
定
が
見
出
さ
れ
る
。

〔
第
十
二
章
U

而
し
て
、
朕
は
既
に
し
て
定
め
た
り
、
i
l
i
な
ん
び
と
と
い
へ
ど
も
、
町
(
官
三
〉
の
外
に
て
は
、
武
拾
片
を
趨

ゆ
る
〔
如
何
な
る
動
産
〕
を
も
之
を
売
買
す
べ
か
ら

e
さ
る
こ
と
を
。
し
か
も
、
〔
町
の
〕
内
な
る
其
処
に
て
は
、
町
奉
行
の
謹
一
言
に
基
き
、

〔

T
〕

或
い
は
い
ま
一
人
の

E
直
な
る
者
〔
の
誼
ニ
一
己
に
基
き
、
又
或
い
は
フ
ォ
ウ
グ
ム

l
ト
(
》
吟
喝
さ
同
)
〔
自
由
民
集
会
〕
の
席
上
〔
公
選

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
二
〉

/¥ 
七



せ
ら
れ
た
る
〕
役
職
者
た
ち
守
宅

qs)
の
謹
言
に
基
き
、
売
買
す
べ
き
も
の
と
す
。

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
二
〉

ノス
八

と
あ
り
、
さ
き
の
エ
ド
ワ
ァ
ド
長
兄
王
の
第
一
法
典
第
一
章
(
〔

α
〕
)
の
「
ボ
ル
ト
外
売
買
の
全
面
的
禁
止
」
の
規
定
を
、

一
部
分
緩

〔

3
〕

和
、
例
外
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
依
り
よ
り
一
層
精
密
化
し
つ
つ
、
そ
の
趣
旨
を
反
復
せ
る
の
ち
、

〔
第
十
三
享
〕
而
し
て
、
朕
は
弦
に
定
む
、
各
々
の
ボ
ロ
ウ
(
宮
忌
)
は
、
祈
願
節

(
h
s
h
h
E
h
g
)
〔
冨
・
開
・
空
間
主
目
。
ロ
ロ
ミ
∞
-

基
督
昇
天
祭
前
の
月
・
火
・
水
曜
日
三
日
間
〕
後
十
四
夜
(
日
)
以
内
に
修
復
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
。

〔
第
十
三
章
第
一
条
〕
第
二
に
、

〔
第
十
四
季
〕
造
幣
人
(
き
い
き
同
司
令
ろ
に
関
し
て
。
第
三
に
、
王
権
(
円
宮
崎
尽
き
ミ

QN3
の
及
ぶ
限
り
の
す
べ
て
〔
の
地
域
〕

に
亘
り
て
一
つ
の
圧
造
貨
幣

(
Sい
き
ミ
)
の
存
す
べ
き
こ
と
を
。
而
し
て
、
な
ん
び
と
と
い
へ
ど
も
町

Q
ロ
ミ
)
以
外
の
処
に
於
て
は
貨
幣
を

圧
造
(
§
宮
崎
町
民
ぬ
る
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
し
旬
。

〔

E
〕

〈
応
〉

一
切
の
売
買
は
町
♀
ロ
ミ
)
の
内
に
て
行
は
る
べ
き
こ
と
を
。

〔

C
〕

〔甲〕

〔
第
十
四
章
第
一
条
〕
而
し
て
い
ま
若
し
造
幣
人
に
し
て
〔
品
位
の
粗
悪
な
る
或
い
は
量
目
不
足
せ
る
圧
造
貨
幣
の
製
造
?

発
行
?
)
に
従
事
せ
し
ゅ
ゑ
を
以
て
〕
界
有
り
と
判
決
せ
ら
れ
ん
か
、
彼
の
夫
れ
を
以
て
該
罪
科
(
¥
駄
目
)
を
犯
せ
る
と
こ
ろ
の
手
は
、
切
り

落
さ
れ
、
該
造
幣
所
(
さ
い
言
問
同
的
さ
号
、
同
)
上
に
〔
高
々
と
〕
掲
げ
ら
る
べ
き
な
り
。
然
り
な
が
ら
、
ま
た
、
い
ま
若
し
〔
単
に
他
人
に
依
る
〕

告
発
(
e
M
H
H
)

〔
の
み
〕
が
な
さ
れ
て
、
彼
に
し
て
〔
夫
れ
に
関
し
〕
雪
蒐
Q
Q判
泣
き
)
せ
ん
と
欲
す
る
と
せ
ん
か
、
そ
の
場
合
は
彼
は
灼
熱
の
鉄

そ
の
こ
と
に
依
り
彼
の
夫
れ
を
以
て
該
罪
科
(
¥
尽
き
)
を

(
ぎ
同
時
弘
ね
る
〔
の
一
片
を
素
手
に
て
握
る
こ
と
に
依
る
神
明
裁
判
〕
に
訴
へ
、

犯
し
た
り
と
告
発
せ
ら
れ
ゐ
る
と
こ
ろ
の
手
の
容
疑
を
晴
ら
す
Q
ミ
&
る
べ
き
な
り
。
而
し
て
い
ま
若
し
彼
に
し
て
該
神
明
裁
判
(
ロ
ミ
ミ
)

さ
ら

L
て

(

貯

〉

此
処
な
る
前
段
に
定
め
ら
れ
た
る
と
同
じ
き
〔
刑
〕
(
晒
手
)
が
科
せ
ら
る
べ
き
な
り
。

に
て
有
罪
な
る
こ
と
立
詮
せ
ら
れ
ん
か
、

〔

0
〕

〔
第
十
四
章
第
二
条
〕
キ
ヤ
ン
グ
ベ
リ
(
わ

ω
E
R
Eミ
・
同

g
C
に
は
七
名
の
造
幣
人
〔
存
す
べ
く
〕
、

〔
う
ち
〕
四
名
は
王



の
、
二
名
は
〔
大
〕
司
教
の
、

一
名
は
〔
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
〕
修
道
院
長
の
〔
夫
れ
〕
、

ロ
チ
ス
タ

(
H
N
o
n
F
0
2
巾
♂
問
。
口
付
)
に
は

〔
三
名
の
造
幣
人
存
す
べ
く
〕
、
〔
う
ち
〕
二
名
は
王
の
、

一
名
は
司
教
の
〔
夫
れ
〕
、

ロ
ン
ド
ン
に
は
八
名
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
は
六
名
、

ル
l
イ
ス
〈

F0442wωg由。
M

円
)
に
は
一
一
名
、

へ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
(
凶
器
仲
官
官
二
山
己
的
回
叩
同
)
に
は
一
名
、

い
ま
一
名
〔
の
造
幣
人
は
〕

チ
チ
ス
タ
(
ハ

uvwvg円。
cω
口問問。
M

円
〉
に
〔
存
す
べ
く
〕
、
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
に
は
二
名
、
ウ
ェ
ア
ラ
ム
(
巧
足
。
町
田
8
・
0
2回0
2
・
〉
に

シ
ャ
ー
プ
ツ
ベ
リ

(ω
町
民
仲
町
田
げ
ロ
円
一
子
ロ
。
吋
問
。
円
・
)
に

は
二
名
、
そ
の
ほ
か
、
爾
余
の
ポ
ロ
ウ
包
ミ
ち
に
は
〔
す
べ
て
〕
一
名
〔
の
造
幣
人
、
常
に
存
す
べ
き
な
り
〕
。

は
一
一
名
、
ド

l
チ
ス
タ
に
は
一
名
、

エ
グ
シ
タ
(
開
M

向。芯
3
U
0
4
0
口
問
・
)
に
は
二
名
、

〔

E
〕

〔
第
二
十
四
章
第
一
条
〕
し
か
う
し
て
、
如
何
な
ろ
取
引
守
る
宮
崎
)
も
日
曜
日
(
立
・
匂
H
h

お
お
き
丸
亀
む
ろ
に
は
生
ず
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
〔
を
朕
は
弦
に
定
む
〕
、
か
く
て
、
い
ま
若
し
誰
か
が
そ
を
為
さ
ん
か
、
彼
は
、
該
商
品

(
1・
8
6』
守
旬
。
を
没
収
せ
ら
れ
、
且
つ
は
科

料
と
し
て
(
同
己
主
な
)
参
拾
志
を
〔
王
に
対
し
〕
支
携
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

而
し
て
、
最
後
に
、

エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
以
来
の
デ
イ
ン
ロ

l
統
合
政
策
の
推
進
者
で
、

「
人
々
の
記
憶
の
な
か
に
て
彼
以
前
に
存
せ
る
い

づ
れ
の
王
よ
り
も
人
民
の
平
和
を
増
進
せ
り
」

(rra
昨
日
可
吉
宗
ぷ
回
当
日
吉
弘
吉

s
aロ
官
官
・
吉
田
印
円

E
B
m叩
4
2
E
0・

σosmロロ
mw

(ω〉

ぬ叩
5
3
a
o
)
と
日
わ
れ
、
晩
年
(
九
七
三
)
パ

l
ス
〈
h
Qさ
き
雪
町
宮
内
ミ

l
g
s
w
g
g日
8
2・
〉
に
お
い
て
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
と

わ
れ
わ
れ
は
又
次
の
如
き
関
連
諸
規
定
を
読
却
戸

し
て
戴
冠
式
を
挙
行
し
た
こ
と
で
有
名
な
、

エ
ド
ガ
ァ
主
の
第
三
、
第
四
法
典
に
は
、

ま
ず
、
そ
の
第
三
法
典
(
九
五
九
!
九
六
一
ニ
)
。

一
つ
の
圧
造
貨
幣
ミ

3
3い
苦
情
時
)
、
王
権
(
円
、
3
h
E
S
S
Sに
)
の
及
ぶ
限
り
の
す
べ
て
〔
の
地
域
〕

門

K
〕

〔
第
八
章
〕
し
か
う
し
て
、

に
亘
り
て
運
用

(
h
g
h
g
)
す
べ
し
、
し
か
う
し
て
、
そ
を

(
i当
該
貨
幣
の
受
領
を
)
な
ん
び
と
と
い
へ
ど
も
、
拒
否

Q
b
3
R
S
)ず
る

こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
二
〉

l¥. 
九



ワ
A
U

の
容
積
、

し
〔

μ〕

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
シ
（
二
〉

九
0 

〔
第
八
卒
第
一
条
い
し
か
う
し
て
、
円
現
に
〕
ロ
ン
ド
ン
に
て
、
ま
た
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
て
遵
守
せ
ら
れ
ゐ
る
が
ご
と
き
、

一
つ
の
重
量
（
1

す
な
は
ち
一
つ
の
度
量
衡
）
、

つ

〔
主
権
の
及
ぶ
限
り
の
す
べ
て
の
地
域
に
豆
り
て
〕
通
崩
（

hshg）
す
べ

に
て
流
通
（
h
g
h司
ろ
す
べ
き
な
り
。

〔
第
八
章
第
二
条
い
し
あ
て
っ
し
て
、
萱
ウ
ェ
イ
（
約
一
五

O
封
度
の
重
量
）
の
羊
毛
は
、
百
武
拾
片
ハ
す
な
は
ち

A

一
分
の
一
揖
）

〔

v
u

〔
第
八
章
第
三
条
〕
し
か
う
し
て
、
い
ま
若
し
誰
か
が
公
然
と
又
は
密
か
に
夫
れ
を
よ
り
廉
価
に
右
足
mq
守
口
る
売
却
公
定
む
き
）

（

m
M
U
 

す
る
と
せ
ん
か
、
そ
を
売
却
す
る
彼
、
そ
を
購
入
包
町
内
定
る
ず
る
彼
は
、
共
に
王
一
い
対
し
て
六
拾
志
〔
の
科
料
〕
を
支
払
ふ
べ
き
な
り
。

〔

5
〕

次
に
、
そ
の
第
四
法
典
（
九
六
二

1
九
六
一
二
）

Q

門
第
六
孝
〕
し
か
う
し
て
、
人
は
誰
し
も
、
彼
が
ポ
ロ
ウ
♀
寺
内
）
に
で
或
い
ほ
又
ウ
ェ
パ
ン
テ
ィ
グ
言
S
L
T
S宵
宮
内
）
（

l
ハ

ン
ド
レ
ド
）
に
で
購
入
（
窓
口
均
ね
る
し
又
は
売
却
（
hXNむ
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
有
ら
ゆ
る
商
品
（
立
－

R
尋
問
ろ
を
一
下
記
の
者
の
謹
言
に

業
一
さ
て
、
購
入
し
又
員
却
す
べ
し
。

〔

0
〕

〔
第
六
章
、
第
一
、
第
二
条
省
略
〕

円
第
七
草
〕
何
、
り
か
の
商
品
（
曲
目
口
町
内
・
門
司
b
h
q

〉
を
求
め
て
〔
遠
山
々
へ
じ
騎
行
寸
る
者
は
誰
し
も
、

ィ
ヱ
プ
ー
ル

（
3
E宮
崎
市
宮
可
）
（
近
隣
農
民
）
た
ち
に
告
畑
（
円
し
て
》
ぬ
る
す
べ
し
。

後
の
求
む
名
も
の
の
何
た
る

か
を
門
予
め
〕
彼
の
隣
人

し
か
う
し
て
、
波
の
帰
宅
す
る
や
否
や
、

〔

π〕

彼
は
ま
た
、
彼
の
該
商
品
を
如
何
な
る
者
の
謹
言
宥
遣
い
え
ま
る
に
基
き
て
購
ひ
し
ゃ
を
告
知
す
べ
き
な
り
。

〔
第
八
平
〕
然
れ
ど
も
、
い
ま
若
し
彼
に
し
て
、
何
ら
か
の
旅
〈
遠
山
山
）
「
－

E
3）
の
途
k
i
在
り
て
、
伸
伎
の
馬
に
て
出
掛
け
し
と

キ
ピ
円
予
め
〕
そ
を
〔
隣
人
た
ち
に
〕
告
知
し
を
ら
ざ
り
し
に
、
図
ら
ず
も
（

53H－
遠
足
刊
誌
も
）
何
ら
か
の
商
品
を
調
達
（
号
民
民
む
と
す
る
と
せ



ん
か
、
彼
は
、
彼
の
帰
宅
す
る
や
否
や
、
そ
を
〔
隣
人
た
ち
に
〕
告
知
す
べ
き
な
り
。
し
か
う
し
て
、
い
ま
若
し
夫
れ
の
畜
牛
(
家
畜
)
合
弐
)

な
ら
ん
か
、
彼
は
、
そ
を
、
彼
の
村
(
宣
言
及
、
問
的
)
〔
の
住
民
た
ち
〕
の
謹
言
に
も
と
づ
き
、
そ
の
共
同
放
牧
場
(
喝
さ
お
お
内
定
的
)
に
鷲

(
臼
〉

す
べ
き
な
り
。

以
上
の
如
き
法
典
よ
り
の
、
商
品
流
通
・
貨
幣
流
通
(
造
幣
を
前
提
と
す
る
)
に
関
す
る
諸
規
定
の
細
や
か
な
る
抜
率
の
み
を
以
て
し

て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
第
九
世
紀
末
葉
よ
り
第
十
世
紀
末
葉
に
至
る
デ
イ
ン
人
の
侵
入
期
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
、
如
何
に
画
期
的
な
商
品

"
貨
幣
経
済
の
展
開
が
見
ら
れ
た
か
、
凡
そ
之
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
法
的
規
定
は
即
白
的
に
歴
史
的
現
実

を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
、
法
典
の
陳
述
史
料

(HNag含
ρ5--g)
と
し
て
の
限
界
の
存
す
る
こ
と
を
瞬

時
も
忘
る
べ
き
で
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
夫
れ
が
又
飽
く
ま
で
歴
史
的
現
実
の
所
産
で
あ
り
、
歴
史
的
現
実
を
何
ら
か
の
仕
方
に
於
て

そ
の
裡
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
何
人
も
異
論
を
挟
み
得
な
い
所
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

デ
イ
ン
人
が
、
古
来
戦
争
と
海
賊
と
商
業
と
は
寸
ユ
旦
芯
円
を
為
す
と
す
る
所
の
俗
諺
の
好
個
の
世
界
史
的
例
誼
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う

に
、
海
賊
た
り
戦
士
た
る
と
同
時
に
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
夙
に
、
ア
ル
ブ
レ
ド
が
彼
等
の
首
長
グ
ズ
ル
ム
と
の
聞
に
、
彼
の
ロ
ン
ド

ン
恢
復
(
八
八
六
)
後
、
締
結
せ
る
一
つ
の
協
定
l
i
-
-

『
ア
ル
ブ
レ
ド
と
グ
ズ
ル
ム
と
の
平
和
』
(
ゐ
民
話
。

2
8仏
の
号
E
B
Z
E
-
-
3

(
山
田
)

(
八
八
六

l
八
九

O
)
に
お
い
て
、

〔

ρ〕

〔
第
四
章
〕
し
か
う
し
て
、
各
人
は
人
間
?
奴
隷
)
ま
た
馬
匹
ま
た
牡
牛
〔
の
購
入
〕
に
際
し
て
は
、
彼
の
謹
人
宮
町
円
、
き
る

を
承
知
(
豆
町
ぬ
と
し
を
る
べ
き
こ
と
。

〔

σ〕

〔
第
五
章
〕
し
か
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
(
|
ア
ル
フ
レ
ド
・
グ
ズ
ル
ム
)
す
べ
て
は
、
人
が
宣
誓
を
為
せ
し
秘
の
日
に
、
〔
今
後
〕

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
)

九



中
世
都
市
ウ
ィ
シ
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
〉

九

如
何
な
る
〔
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
グ
ソ
ン
の
〕
奴
隷

(
V
S
ミ
)
も
亦
自
由
民
(
¥
苫
ろ
も
、
彼
等
(
デ
イ
ン
人
)
に
属
す
る
誰
か
が
〔
許
可

な
く
し
て
〕
我
々
(
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
)
の
許
に
馳
せ
来
ら
ざ
る
が
如
く
、
許
可
な
く
し
て
〔
デ
イ
ン
人
〕
軍
隊
(
宮
高
)
〔
の
集
団
的
定
住

地
域
〕
に
赴
く
を
許
さ
れ
ざ
る
べ
き
こ
と
を
、
確
約
せ
り
。
然
り
な
が
ら
、
い
ま
偶
々
必
要
に
迫
ら
れ
て
(
|
|
物
質
的
生
活
に
お
け
る

欲
望
充
足
の
た
め
に
)
、
彼
等
(
デ
イ
ン
人
)
の
う
ち
の
誰
か
が
、
家
畜
(
マ
¥
同
)
を
以
て
、
或
い
は
動
産
(
m旬
、

H
O
を
以
て
、
我
々
(
イ

ン
グ
リ
シ
ュ
)
と
交
易
(
ミ
V
足
立
守
合
同

E
S
S
)
せ
ん
と
欲
す
る
が
如
き
事
態
に
し
て
生
ぜ
ん
か
、
或
い
は
又
我
々
(
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
〉

が
彼
等
(
デ
イ
ン
人
)
と
〔
交
易
せ
ん
と
欲
す
る
が
如
き
〕
事
態
に
し
て
生
ぜ
ん
か
、

そ
の
事
は
、
平
和
〔
的
行
為
〕
の
保
詮
(
ミ
ミ
)

と
し
て
、
又
夫
れ
に
よ
り
凡
そ
ひ
と
(
当
該
当
事
者
)
が
曇
り
な
き
背
面
公
宮
ミ
守
お
る
の
持
ち
主
た
る
こ
と
(
|
|
彼
に
詐
欺
・
欺
踊

あ
か
し

の
ご
と
き
邪
念
の
存
せ
ざ
る
こ
と
)
の
確
か
め
ら
れ
得
る
詮
拠

(SNた
と
き
ち
と
し
て
、

ら
る
る
て
ふ
仕
方
に
て
、
許
可
せ
ら
る
べ
き
な
れ
加
)

〔
一
般
に
〕
担
保
(
下
町
な

NB)
が
提
供
せ

と
あ
る
こ
と
に
依
っ
て
も
、
今
や
明
白
で
あ
る
。

斯
か
る
デ
イ
ン
人
の
外
的
刺
戟
も
協
働
し
て
、
愛
に
漸
く
生
産
の
余
剰
を
確
立
せ
し
め
る
程
に
其
の
生
産
力
の
伸
張
を
見
た
一
般
に
ア

ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
末
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
は
、
萌
芽
的
な
商
品
交
換
の
場
と
し
て
、
そ
こ
こ
こ
に
地
方
的
“
局
地
的
市
場

i
ボ
ル
ト
の
力
強
い
生
長
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
は
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
先
ず
注
目
す
べ
き
は
、
初
め
ボ
ル
ト
は
、
少
く
と
も

法
制
上
は
、

か
の
軍
事
的
拠
点
|
ボ
ロ
ウ
(
ブ
ル
フ
)
と
は
区
別
せ
ら
れ
た
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
、
既
出
エ
ゼ
ル

ス
タ
ン
王
第
二
法
典
の
規
定
〔
T
〕
・
〔

ε
〕
を
規
定
〔
占
〕
と
照
合
し
て
み
る
と
き
、
自
ら
瞭
ら
か
な
所
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
〔
8
〕

に
お
い
て
、
ブ
ル
フ
は
、

「
祈
願
節
」
以
後
二
週
間
以
内
に
修
復
せ
ら
る
べ
き
城
砦
と
し
て
、
〔
T
〕
・
〔

ε
〕
に
お
け
る
、

そ
こ
で
士
冗
四
百
円

の
行
わ
れ
る
所
の
ボ
ル
ト
と
は
裁
然
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ー
l
B
斯
か



る
ボ
ル
ト
に
お
け
る
交
易
は
、
元
来
ボ
ル
ト
外
に
お
け
る
|
|
農
村
に
お
け
る
交
易
に
端
を
発
せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
。

と
云
う
の
は
、

ボ
ル
ト
以
外
に
お
け
る
交
易
を
禁
止
し
、
当
為
と
し
て
の
交
易
を
ボ
ル
ト
内
の
夫
れ
に
の
み
局
限
す
る
と
い
う
、
法
的
規
制
そ
れ
自
体
、

当
時
既
に
農
村
に
お
け
る
農
業
と
工
業
と
の
直
接
的
結
合
の
状
態
|
|
農
民
家
族
が
家
内
に
於
て
ま
ず
以
て
自
家
需
要
の
た
め
の
使
用
価

値
の
生
産
た
る
家
庭
的
家
内
仕
事
に
従
事
す
る
と
い
う
状
態
、
が
最
早
一
部
綻
び
始
め
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
以
外
の
何
物
で
も

な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
門
T
〕
に
お
け
る
規
定
ほ
、
抑
々
。
ホ
ル
ト
外
に
お
け
る
売
買
の
絶
対
的
全
面
的
禁
止
に
は
非
ず
し
て
飽
く
迄

も
相
対
的
部
分
的
禁
止
に
し
か
過
ぎ
ず
、
当
時
の
為
政
者
も
亦
歴
史
的
現
実
は
之
を
軽
視
す
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
、
二

0
ペ
ン
ス
以
下
の

小
額
の
動
産
売
買
の
場
合
は
之
を
ボ
ル
ト
外
に
就
い
て
も
暗
黙
の
裡
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
匂
更
に
第
十
世
紀
前
半
の
エ
ゼ
ル
ス
タ

ン
王
の
時
代
か
ら
同
世
紀
後
半
の
エ
ド
ガ
ァ
王
の
時
代
に
至
ろ
と
、
そ
の
第
四
法
典
の
規
定
〔
5
〕
に
見
ら
る
る
ご
と
く
、
最
早
商
品
の

購
入
"
売
却
の
合
法
的
な
場
と
し
て
ハ
ン
ド
レ
ド
が
公
然
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
来
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
規
定
〔
0

〕・

7
ム
に
あ
っ
て

は
今
や
商
品
の
購
入
"
調
達
者
と
し
て
そ
こ
に
明
々
白
々
に
村
落
共
同
体
の
一
員
た
る
も
の

(
1農
民
)
が
登
場
し
来
っ
て
さ
え
い
る
の

で
あ
る
。
而
も
、
此
の
エ
ド
ガ
ァ
玉
第
四
法
典
の
規
定
〔
S
〕
に
お
い
て
は
、
既
に
わ
れ
わ
れ
の
見
た
る
如
く
、
最
早
商
品
の
購
入
"
販

売
の
場
と
し
て
そ
こ
に
ボ
ル
ト
な
ら
ざ
る
ボ
ロ
ウ
(
プ
ル
グ
)
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
曽
て
ひ
と
た
び
、

コニ
ゼ

ル
ス
タ
ン
王
第
二
法
典
に
お
け
る
造
幣
関
係
の
二
つ
の
規
定
、

は
い
ボ
ル
ト
外
に
お
け
る
貨
幣
圧
造
を
禁
止
す
る
規
定
〔
S
〕、

の
同
時
存
在
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
に
推
理
せ
ら
れ
得
た
と

同
各
ボ
ロ

ウ
(
ブ
ル
グ
)
は
少
く
と
も
一
名
の
造
幣
人
を
有
す
べ
し
と
な
す
規
定
〔
0
〕、

こ
ろ
の
、

一
般
に
ボ
ル
ト
と
ボ
ロ
ウ
(
ブ
ル
グ
)
と
の
あ
い
だ
の

σ
ρ
E
4即
日

gno
の
関
係
が
最
早
単
な
る
推
理
の
域
に
は
止
ら
、
さ
る
こ
と
を

ー
!
初
め
異
な
る
二
つ
の
存
在
と
し
て
出
発
し
た
ボ
ロ
ウ
(
プ
ル
ブ
M

ブ
ル
グ
)
と
ボ
ル
ト
と
が
此
処
に
到
っ
て
現
実
に
今
や
融
合
同
合

(
目
別
〉

一
せ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
認
識
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
際
、
此
処
で
わ
れ
わ
れ
の
留
意
す
べ
き
は
、
斯
か
る
ポ

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
〈
二
)

九



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
)

九
四

か
み

ロ
ウ
(
ブ
ル
グ
〉
が
も
と
も
と
王
を
其
の

Z
E
と
な
す
も
の
、
王
以
外
の
如
何
な
る
日

o
Eを
も
上
に
戴
か
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
云
う

エ
ド
ワ
ァ
ド
長
兄
王
時
代
以
来
、
口
三
宮
司
A
E
が
か
の
ア
ル
フ
レ
ド
大
王

時
代
に
お
け
る

S
弘
命
令

A
E
と
同
様
に
(
前
号
二
四
l
五
一
良
参
照
)
王
の
町
奉
行
で
あ
っ
た
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
が
想
到
す
る
と
き
、
思
い
半

事
実
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
大
陸
に
お
け
る
例
え
ば
ト
イ
ツ
の
典
型
的
な
旧
都
市

ω
S去
が
夙
に
そ
の
領
主
た
り
し
も
の
の
司
教
で
あ
っ
た

(
m
m
)
 

の
と
は
凡
そ
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、

ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
、
当
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
は
、
未
だ
な
お
部
族
王
た
る
そ
の
本
来
の
基
本
的
性
椅
を
十
分
に
は
払
拭
し
居
ら
ざ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
は
言
え
、
や
は
り
此
の
時
代
の
大
陸
の
諸
国
王
同
様
一
個
の
わ
}
己
主

g
E
Z
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
彼
の
第
一
の
任

務
"
課
題
は
彼
の
王
国
内
い
い
お
け
る
一
般
的
な
「
平
和
」
の
維
持
に
存
し
た
。
そ
の
場
合
、
斯
か
る
平
和
を
破
壊
す
る
「
暴
力
」
に
容
易
、

に
寄
与
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
い
ま
「
窃
盗
」
に
如
く
も
の
は
無
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
が
既
に
見
た
る
ご
と
く
、
エ
ド
ワ
ァ
ド

長
兄
王
よ
り
エ
ド
ガ
ァ
玉
に
至
る
代
々
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
は
、
常
に
売
買
・
交
易
に
際
し
て
は
、
夫
れ
が
そ
の
対
象
物
の
も
と
盗
品
な

ら
ざ
る
こ
と
を
謹
コ
一
目
す
る
誼
人
の
面
前
で
行
わ
る
べ
き
こ
と
を
、
主
ハ
の
必
須
条
件
と
し
て
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
斯
か
る
王
の
ボ
ロ
ウ

(
プ
ル
グ
)
に
お
け
る
平
和
の
破
壊
を
極
力
回
避
し
、
之
が
破
壊
者
に
対
し
て
苛
酷
な
る
刑
罰
を
以
て
臨
み
、
飽
く
ま
で
平
和
を
維
持
せ

ん
と
せ
る
と
こ
ろ
の
伝
統
的
政
策
こ
そ
、
た
と
え
い
ま
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
未
だ
曽
て
市
場
が
ボ
ロ
ウ
の

U
1

m
m
-
2目
8
2
た
り
し
こ
と
な
く
、
円
日
色
丹
O
当

EEHV
た
る
村
落
(
」
江
口
〉
よ
り
謂
わ
ぱ
日

σgH04司
ロ
田
町
ぽ
た
る
ボ
ロ
ウ
を
区
別
す
る

F
O
R
-間
宮
山
ご
丘
ロ
ロ
目
立
。
た
り
し
も
の
は
「
市
場
の
平
和
」
(
巳
日
吉
同
丘
四
仏

O〉
に
は
非
ず
し
て
飽
く
ま
で
「
城
市
の
平
和
」
(
四
日
立
ユ
邑
∞
)

(
河
)

た
り
し
こ
と
を
如
何
に
力
説
・
強
調
し
よ
う
と
も
、
客
観
的
に
は
、
荷
品
交
換
の
ご
と
き
平
和
的
行
為
の
遂
行
に
良
好
な
る
環
境
条
件
を

提
供
し
た
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ー

l
将
来
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
都
市
の
通
念
と
な
る
べ
き
、
都
市
は
平
和
の
聖
域



(
田
山
口
円
吉
田
円
ち
な
り
て
ふ
観
念
は
、
誌
に
匪
胎
し
た
の
で
あ
っ
た
。

但
、
此
処
に
一
つ
、
今
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
都
市
の
発
展
を
展
望
す
る
上
に
わ
れ
わ
れ
の
断
じ
て
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
が
あ

る
。
夫
れ
は
、
当
時
の
ボ
ロ
ウ
(
ブ
ル
フ
)
が
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
夙
に
指
摘
せ
る
ご
と
く
、

一
般
的

Q
8
2回
目
)
・
民
族
的

7
部
族

的〕

(
S
E
E
-
)
な
集
会
組
織
の
単
位
た
る
所
の
集
会

(
S
0
2・
喝
さ
兵
言
。
の
開
か
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
一
古
う
一
事
で
あ
る
。
こ
の

売
買
に
際
し
て
必
要
と
さ
れ
る
所
の
謹
一
言
と
し
て
、
町
奉
行
の
夫
れ
、

こ
と
は
、
既
に
、
わ
れ
わ
れ
が
霊
に
見
た
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
王
第
二
法
典
第
十
二
章
の
規
定
(
〔
T
〕
)
に
於
て
、
都
市
内
に
お
け
る
動
産
の

一
人
の
正
直
人
聞
の
夫
れ
と
並
ん
で
、

そ
こ
に
向
。
-
w
R
5
0円
(
¥
?

山内
h
S
8
0
選
出
の
吉
司
A
E
な
る
も
の
の
謹
言
が
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
徴
し
て
も
、
之
を
明
ら
か
に
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即

ち
、
此
の
場
合
の
イ
ェ
レ
ヴ
ァ
は
、
瞭
ら
か
に
町
奉
行
の
ご
と
き
王
の
イ
ェ
レ
ヴ
ァ
で
は
な
い
。
而
し
て
そ
の
選
出
母
胎
た
る
フ
ォ
ウ
グ

ム
l
ト
こ
そ
は
、
シ
ャ
イ
ア
、
と
く
に
ハ
ン
ド
レ
ド
の
中
核
を
な
せ
る
人
民
集
会
(
民
会
)
と
、
そ
の
歴
史
的
本
質
を
同
じ
う
す
る
と
こ

ろ
の
、
都
市
に
お
け
る
人
民
集
会
(
民
会
)
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
か
る
都
市
の
ア
ォ
ウ
グ
ム

l
ト
が
、
斯
か
る
も
の
の
存
在
の
裡
に

同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
都
市
に
比
較
し
て
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
都
市
の
有
せ
る
優
位
点
を
発
見
す
る
プ
テ
ィ
ー
デ
ュ
タ
イ
イ
の
言
う
が

ご
と
く
、
果
し
て
ゲ
ル
マ
ン
的
な
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト

(
礼
〉

果
を
表
わ
し
て
い
る
か
否
か
は
い
ま
姑
ら
く
問
わ
ず
、
斯
か
ろ
都
市
の
フ
ォ
ウ
グ
ム
!
ト
に
依
っ
て
代
表
さ
れ
る
一
般

ιフ
ォ
ウ
ク
ム

i

出ロロ

Q
2仲
間
岳
民
円
制
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
1

サ
グ
ソ
ン
に
お
け
る
「
温
存
」
の
縞

ト
こ
そ
は
、
抑
々
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
の
本
来

Boa-55吋
(
さ
ぎ
号
、
む
な
自
由
民
〈
子
脅
さ
と
が
彼
等
の
有
せ
る
フ
ォ

ウ
ク
ラ
イ
ト
(
向
。
-
w
'
z
m
F
f
¥白
山
内
な
と
〉
に
拠
っ
て
其
処
に
出
席
す
る
権
利
〔
と
義
務
と
〕
を
有
し
た
所
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
於
て
、
此
の
都
市
の
人
民
集
会
(
民
会
)
の
基
礎
目
前
提
を
な
す
所
の
も
の
こ
そ
は
、
当
時
汎
く
一
般
に
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ

グ
ソ
ン
の
自
由
農
民
の
構
成
せ
る
と
こ
ろ
の
村
落
共
同
体
の
央
れ
で
あ
っ
た
、
と
断
定
す
る
こ
と
を
得
ょ
う
。

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
〉

九
五



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
二
)

九
ノ、

な
お
、
斯
か
る
都
市
の
人
民
集
会

i
l夫
れ
は
N
Q
ミ
ミ
と
に
対
し
て
、
守
ど
『
P
3
H
H
叫
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
る
1

1

に
つ
い
て
は
、
州

の
夫
れ
、

ハ
ン
ド
レ
ド
の
夫
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、

エ
ド
ガ
ァ
王
第
三
法
典
に
、
次
の
ご
と
き
未
引
の
一
規
定
が
存
す
る
。

円

τ〕

〔
第
五
章
〕

〔
集
会
〈
h
S
H
口
円
)
に
関
し
て
。
〕
し
か
う
し
て
、
人
は
、
夫
れ
が
さ
き
に
制
定
せ
ら
れ
を
る
が
ご
と
く
、

ハ
ン
ド

レ
ド
の
裁
判
集
会

(FS号
足
喝
さ
弘
円
)
に
出
席
す
べ
き
な
り

Q

〔
第
五
章
第
一
条
〕
し
か
う
し
て
人
は
、

L
Kに
三
度
び
ボ
ロ
ウ
の
裁
判
集
会
(
宮
忌
喝
さ
と
)

再
度
州
の
裁
判
集
会

(
Rマ
喝
さ
公
)
を
〔
開
催
す
べ
し
〕
。

〔

U
〕

を
開
催
す
べ
く
、

又
↓
年
に

此
の
場
合
、
規
定
〔
T

〕
の
、

「
夫
れ
が
さ
き
に
制
定
せ
ち
れ
を
る
が
ご
と
く
」
と
は
、

エ
ド
ガ
ァ
王
の
第
一
法
典
と
調
わ
れ
る
通
称

「
ハ
ン
ド
レ
ド
律
令
」

(
H
J
F
O
同
ロ
ロ
仏
H

・0
。
。
吋
門
回
目
白
山
口
口
叩
)
に
、

〔

φ
〕

〔
第
一
章
〕
第
一
に
、
彼
等
(
ハ
ン
ド
レ
ド
の
居
住
者
)
は
、
常
に
四
週
間
毎
に
会
同
す
べ
き
こ
と
、
し
か
う
し
て
各
人
は
い
ま

ひ
と
り
の
者

(
1彼
の
仲
間
)
に
対
し
〔
正
邪
を
明
ら
か
に
し
て
〕
正
当
な
る
取
扱
ひ
(
|
裁
判
)
を
な
す
べ
き
こ
と
や
向
括
的
♂
守

E

E

(
引
け
)

zom刷。
四
位
向
凶
耳
目
白
ロ
払
可
HHHσ

向
。
。
喝
。
吋
当

ZED-
刈
4
4
U
R
・8
N
E口
宮
山
口
。
宵
ロ
自
己
目
見
・
)
。

と
あ
る
の
を
承
け
て
い
る
の
で
あ
る

さ
て
、
以
上
の
エ
ド
ワ
ァ
ド
長
兄
王
よ
り
エ
ド
ガ
ァ
王
に
い
た
る
諸
王
の
法
典
の
ま
こ
と
に
衛
単
な
る
検
討
を
通
じ
て
さ
え
も
わ
れ
わ

れ
に
ほ
ぼ
そ
の
全
容
が
推
し
測
ら
れ
た
第
九
世
紀
末
葉
な
い
し
第
十
世
紀
末
葉
の
時
点
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
商
品
交
換
の
展
開
度

と
い
ま
具
体
的
に
相
関
連
す
る
所
の
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
此
の
時
代
の
此
の
国
の
幣
制
の
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

こ
と
は
、

エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
王
第
二
法
典
第
十
四
条
(
〔
C
〕
)
に
何
人
も
市
場
町
(
ボ
ル
ト
)
外
に
お
い
て
貨
幣
を
圧
造
す
べ
か
ら
ず
と
な
す



規
定
の
存
す
る
こ
と
か
ら
も
凡
そ
之
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

今
日
、
最
も
新
し
い
英
国
貨
幣
史
概
説
の
著
者
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
グ
ソ
ン
の
貨
幣
の
歴
史
的
発
展
を
、
ほ
ぽ
六

O
C

年
以
降
七
七
五
年
に
至
る
太
初
期
、
ほ
ぼ
七
七
五
年
以
降
八
七
一
年
に
至
る
中
期
、
八
七
一
年
の
ア
ル
フ
レ
ド
大
王
即
位
時
よ
り
一

O
六

六
年
の
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
に
至
る
後
期
、
の
三
段
階
に
分
割
、
叙
述
し
て
い
る
が
、
我
が
国
に
お
け
る
此
の
時
代
の
貨
幣
史
の
専
攻
家
戸

上
一
氏
に
拠
れ
ば
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
貨
幣
は
、
凡
そ
貨
幣
の
一
般
的
交
換
手
段
・
価
値
尺
度
・
価
値
貯
蔵
手
段
と
い
う

三
つ
の
機
能
別
に
即
し
て
考
察
し
て
み
た
場
合
、
第
五
・
六
世
紀
の
銅
貨
ミ
ミ
主
第
六
・
七
世
紀
の
金
貨
芯
ミ
き
に
は
未
だ
そ
れ
ら

に
一
般
的
交
換
手
段
と
し
て
の
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
第
七
世
紀
後
半
1

第
八
世
紀
中
葉
の
銀
貨

R
S
R
に
い
た
っ
て

も
、
な
お
夫
れ
は
一
般
的
・
無
条
件
的
に
受
領
を
保
詮
せ
ら
れ
た
「
一
般
的
交
換
手
段
」
と
し
て
は
機
能
し
て
お
ら
ず
、
斯
か
る
機
能
を

発
揮
す
る
貨
幣
と
し
て
は
、
第
八
世
紀
末
葉
の
七

0
年
代
半
ば
以
降
出
現
す
る
銀
貨
官
三
s
h
e
l
l
元
来
、
出
来
上
が
り
の
夫
れ
の
表
面

(。げ
S
2
0〉
と
裏
面
公
0
4
2
m
O
)
と
に
お
け
る
発
行
者
(
主
権
者
|
|
こ
の
場
合
は
マ

l
シ
ァ
王
オ
ッ
フ
ア
|
|
)
と
造
幣
人
ハ
造
幣

所
)
と
の
銘
文
(
日
品
。
ロ
《
「
吉
田
口
吋
F
M
M
2
0
ロ
)
を
そ
れ
ぞ
れ
彫
っ
た
上
下
二
個
の
極
印
(
打
ち
型
、
丘

g)
の
あ
い
ど
に
、
地
金
を
挟
み
、
打
ち

合
せ
る
こ
と
に
依
っ
て
圧
造
会

g
s
q〉
せ
ら
れ
た

i
ー
を
以
て
曙
始
と
な
す
、
と
せ
ら

hhd。
而
し
て
斯
か
る
、
さ
品
銀
貨
は
、

以
後
第
九
世
紀
初
葉
(
八
二
九
)
マ

i
シ
ァ
に
取
っ
て
替
っ
た
ワ
ェ
シ
ク
ス
に
依
り
継
承
せ
ら
れ
て
、
同
世
紀
末
葉
以
降
ア
ル
フ
レ
ド
大

王
並
び
に
そ
の
後
継
者
た
ち
に
依
っ
て
一
層
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
夫
れ
は
第
十
世
紀
初
葉
こ
こ
に
一
応

「
法
定
通
貨
」
(
円
高
即
日
件
。
ロ
号
。
と
し
て
初
め
て
法
典
上
で
言
及
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
は
、
既
に
わ
れ
わ
れ
の
之

を
エ
ゼ
ル
ス
グ
ン
玉
第
ニ
法
典
に
於
て
認
め
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
問
題
が
あ
る
。
と
云
う
の
は
、
同
法
典
第
十
四
章
の
規
定
(
〔
C
〕
)
で
は
、
瞭
ら
か
に
ウ
ェ
シ
グ
ス
の
「
王

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
ニ
〉

九
七



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
〉

権
の
及
ぶ
限
り
の
す
べ
て
の
地
域
に
亘
り
て
「
つ
の
庄
造
貨
幣
」
の
流
通
す
べ
き
こ
と
を
謡
っ
て
お
り
な
が
ら
、
同
章
の
第
二
条
円
。
〕
)

九
j¥、

一
方
に
お
い
て
ボ
ロ
ウ
ご
と
に
少
く
と
も
一
名
の
造
幣
人
の
存
在
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
つ
つ
、
他
方
そ
の
ボ
ロ
ウ
名
の
挙
げ
ら

れ
た
る
も
の
1
1
i
十
二
ボ
ロ
ウ
に
就
い
て
是
れ
を
み
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
特
に
そ
の
旨
断
つ
て
な
い
圧
倒
的
多
数
の
王
の
造
幣
人
に
混

で
は
、

っ
て
、
キ
ヤ
ン
タ
ペ
リ
に
、
二
名
の
同
地
大
司
教
の
造
幣
人
、

一
名
の
同
地
の
聖
オ

i
ガ
ス
テ
ィ
ン
修
道
院
長
の
造
幣
人
、

ロ
チ
ス
タ
に

一
名
の
向
地
司
教
の
造
幣
人
、
が
は
っ
き
り
と
そ
の
存
在
を
許
容
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
大
司
裁
・
司

教
・
修
道
院
長
が
各
自
の
造
幣
人
を
有
す
る
こ
と
に
依
っ
て
自
己
の
銘
文
を
極
印
し
た
圧
造
貨
幣
を
発
行
し
得
た
の
か

i
i換
言
す
れ
ば

「
王
権
の
及
ぶ
限
り
の
す
べ
て
の
地
域
に
豆
り
て
「
つ
の
圧
造
貨
幣
」

造
幣
権
が
直
ち
に
発
行
権
に
結
び
付
く
の
か

(litと
す
れ
ば
、

と
一
五
う
原
則
は
ど
う
な
る
の
か
)
、

そ
れ
と
も
中
夫
に
て
作
製
せ
ら
れ
た
・
少
く
と
も
通
貨
表
面
の
極
印
が
各
地
の
造
幣
一
怖
に
送
ら
れ
、

夫
れ
が
当
該
造
幣
所
・
造
幣
人
の
銘
文
を
有
つ
通
貨
裏
面
の
極
印
と
併
合
さ
れ
て
、
い
ま
一
様
な
る
ペ
ニ
ン
グ
銀
貨
の
圧
造
が
行
わ
れ
、

当
該
造
幣
所
所
在
地
の
有
力
者
(
大
司
教
・
司
教
・
修
道
院
長
等
)
は
単
に
発
行
に
伴
う
利
益
の
配
分
に
与
り
得
た
に
止
ま
る
の
か
ー
ー
ー

す
な
わ
ち
、

唯
単
に
極
印
の
中
央
管
理
合

g汁

g
-
n
o己
gσ
の
み
が
行
わ
れ
て
、

(

刊

悶

)

(
向
日
打
。
ロ
オ
丘
町
田
昨
日

3
)
こ
そ
が
進
行
し
た
の
か
、
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、

i
i
窮
極
的
に
は
不
明
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

造
幣
そ
の
こ
と
に
闘
し
て
は
む
し
ろ
地
方
分
権
化

い
。
何
も
、
法
典
の
規
定
を
単
純
に
当
時
の
歴
史
的
現
実
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
の
非
な
る
は
、
比
の
造
幣
の
場
合
に
も
亦
当
て
出
取
る
。

と
一
五
う
の
は
、
今
日
進
歩
せ
る
補
助
科
学
1
l
i
古
銭
学
爪
Z
ロ
B
E
U
B
ω
円
安
)
の
成
果
に
従
え
は
、
発
掘
さ
れ
出
土
し
た
庄
造
貨
幣
の
裏
面

の
銘
文
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
所
の
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
王
時
代
の
造
幣
所
所
在
地
は
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
・
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
を
含
め
て
三
十

(
沼
)

笛
所
乃
至
三
十
三
筒
一
所
の
多
さ
を
算
え
得
ろ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
、
当
時
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
デ
イ
ツ
に
対
す
る
北
西
部
イ
ン
グ

か
な
め

ラ
ン
ド
の
守
り
の
要
を
な
せ
る
チ
ェ
ス
タ
の
造
幣
所
は
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
王
の
治
世
年
間
二
十
七
名
の
造
幣
人
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら



、0
0
J

れ
て
い
ろ
に
も
拘
ら
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
同
王
の
第
二
法
典
第
十
四
章
宅
プ
条
の
規
定
(
〔
0
〕
)
の
文
面
か
ら
は
、
既
に
見
た
る
如
く
チ
ェ

ス
タ
な
る
地
名
だ
に
是
れ
を
見
出
す
こ
と
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

右
に
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
治
下
の
幣
制
に
就
い
て
わ
れ
わ
れ
の
抱
い
た
疑
問
は
、
然
し
な
が
ら
、
今
や
エ
ド
ガ
ァ
王
の
時
代
に
至
る
と
、
漸

く
解
消
す
る
。
と
い
う
の
は
、
既
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
る
如
く
、

以
来
の
「
王
権
の
及
ぶ
限
り
の
す
べ
て
の
地
域
に
一
日
一
り
て
一
つ
の
庄
造
貨
幣
」
な
る
原
則
を
再
確
認
し
た
上
で
、
吏
に
一
歩
を
進
め
て
何

そ

人
と
睡
も
該
の
貨
幣
の
受
領
を
拒
否
し
得
ざ
る
も
の
と
な
し
、
之
が
受
領
の
強
制
さ
る
べ
き
こ
と
を
謡
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
此
処
に

エ
ド
ガ
ァ
王
第
二
法
典
第
八
章
の
規
定
(
〔
E

〕
)
は
、

エ
ゼ
ル
ス
タ
ン

い
た
っ
て
今
や
当
該
圧
造
貨
幣

1
1
3
5銀
貨
は
、
文
字
通
り
、

一
般
的
・
無
条
件
的
に
そ
の
受
領
を
保
護
せ
ら
れ
た
所
の
「
一
般
的

確
立
せ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
か
ら

交
換
手
段
」
と
し
て
、
強
制
通
用
力
あ
る
貨
幣
即
ち
法
定
貨
幣
心
品
目
ご

g号
ろ
と
し
て
、

で
あ
る
。
か
く
て
、
斯
か
る
法
定
通
貨
の
発
行
権
は
、
独
り
玉
に
の
み
帰
属
す
る
こ
と
と
な
り
、
今
や
全
国
に
亘
っ
て
汎
く
各
地
に
分
散

所
在
せ
る
多
数
の
造
幣
所
に
お
け
る
王
(
又
は
特
定
の
高
位
聖
職
者
た
ち
)
の
造
幣
人
た
ち
は
愛
に
中
央
よ
り
取
り
寄
せ
ら
れ
た
通
貨
表

面
の
極
印
(
丘
る
を
当
該
造
幣
所
の
造
幣
人
の
銘
文

Q
O四

g
e
を
有
つ
通
貨
裏
面
の
極
印
と
併
せ
て
一
様
な
る
べ
ニ
ン
グ
銀
貨
を
圧

造
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
其
処
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
単
純
な
る
意
味
に
お
け
る
(
|
|
或
い
は
近
代
国
家
に
於
け
る
が
如

き
)
幣
制
の
統
一
、
そ
の
中
央
集
権
化
合
印

EB--N由
民
。
ロ
)
に
は
非
ず
し
て
、
極
印
の
中
央
管
理
を
牒
介
と
す
る
、
夫
々
相
対
的
独
立
性

を
有
す
る
と
こ
ろ
の
多
様
な
る
地
方
的
造
幣
の
統
合
"
揚
棄
と
い
う
、
飽
く
ま
で
も
メ
ヒ
ャ

i
ニ
シ
ュ
な
ら
ざ
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
シ
ュ

な
事
態
の
出
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
市
し
て
、
夫
れ
こ
そ
は
、
此
の
時
代
漸
く
加
速
度
的
に
進
行
せ
る
「
封
建
化
」
と
「
王
権
伸
張
」

と
の
同
時
並
行
的
な
過
程
l
|
「
征
服
」
以
後
い
わ
ゆ
る
「
集
権
的
封
建
制
」
成
立
に
帰
結
す
べ
き
過
程
、

の
ま
さ
し
く
一
局
面
に
他
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

中
世
都
市
ウ
ィ
シ
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
ニ
)

九
九



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
つ
一
〉

一O
O

尚
、
今
日
の
古
銭
学
者
た
ち
は
一
致
し
て
、
曽
て
ス
ン
ト
l

オ
l
ル
バ
ン
ズ
盟

-KFHES
の
修
道
僧
ロ
ジ
ャ
ー
オ
ヴ
l

ウ
エ
ン
ド
ウ

ヴ
ァ

H
N
O

問
。
円
。
向
者
。
足
。

4
2
2・
H
N
ω

出
)
が
第
十
三
世
紀
初
葉
そ
の
『
歴
史
記
述
の
精
華
』
〈
包
ミ
3
h
b
H
Sよ
号
尽
き
)
中
で
九
七
五
年

「
次
い
で
彼
(
エ
ド
ガ
ァ
)
は
イ
ン
グ
ラ
ン

F
全
土
を
通
じ
て
一
つ
の
新
た
な
る
貨
幣
の
造
ら
ろ
、
へ
き

(
飽
)

こ
と
を
命
じ
た
り
(
ロ

o
E向
。
匂
司
件
。
g
B
〉ロ

mzss
ロ。
J
1
m
w
E
P
H
-
-田
市
内
品
目
白
c
p
m
S
H
F
・
-
ど
と
誌

L
た
の
は
事
実
を
表
わ
す
と

エ
ド
ガ
ァ
王
治
世
の
末
年
(
九
七
三
?
〉
に
一
つ
の
幣
制
改
革
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
夫
れ
に
拠
れ
ば
、
比
の
改

の
諸
事
件
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、

し
て
、

草
の
精
髄
は
、
ま
さ
に
エ
ド
ガ
ァ
王
の
た
め
に
働
い
た
と
こ
ろ
の
造
幣
所
の
数
に
こ
そ
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の

造
幣
所
が
此
の
王
の
と
さ
貨
幣
の
圧
造
に
従
っ
た
。
而
し
て
彼
が
も
ワ
と
長
命
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
‘
こ
の
の
ち
エ
ゼ
ル
レ
ド
二
世

の
治
下
に
於
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
、

一
定
年
数
の
間
隔
を
置
い
て
、
周
期
的
に
通
貨
の
更
新

l
lペ
ニ
ン
グ
銀
貨
の
特
定

様
式
公
一
弓
σ
)

の
更
改
を
試
み
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
彼
の
造
幣
所
数
増
加
政
策
は
、
斯
か
る
通
貨
更
新
の
そ
の
都
度
ハ
ン
バ
河
|

シ
ュ
ル
ウ
ズ
ベ
リ

ω何
回
詰
詩
的
ぎ
弓

(
ω
v
g宮
E
H
O
)
lブ
リ
ス
ト
ル
の
線
以
東
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
殆
ど
何
処
か
ら
で
も
、
ひ
と
が
旧
貨

を
新
貨
に
取
り
替
え
る
た
め
に
特
定
の
造
幣
所
ま
で
ハ
歩
い
て
一
日
で
往
復
の
可
能
な
距
離
の
)
約
一
五
マ
イ
ル
以
上
旅
せ
ず
に
済
む
こ
と

ハm出
〉

を
得
せ
し
め
た
で
あ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ル
ブ
レ
ド
大
王
以
後
第
十
世
紀
末
葉
に
至
る
迄
の
デ
イ
ン
入
侵
入
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
、
広
汎

な
る
商
品
流
通
・
貨
幣
流
通
の
展
開
の
様
態
を
文
字
通
り
瞥
見
し
た
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
時
代
わ
が
王
国
に
お
け
る
首
都
ウ
イ
ン
チ
ス

夕、

l
l今
や
エ
ド
ガ
ァ
王
の
第
三
法
典
に
於
て
(
第
入
章
第
一
条
)
、

ロ
ン
ド
ン
と
並
ん
で
、

王
の
全
国
土
的
な
度
量
衡
統
一
政
策
実

施
に
当
り
そ
の
そ
デ
ル
た
る
べ
き
度
量
衡
制
度
を
現
に
実
施
し
居
る
都
市
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
都
市
民
は
、
斯
か
る
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マ

0
5
0ロ
マ
回
目
マ
回
目
印
請
。
♂

H
u
m
H
g
v
g当
日
ロ
叩
片
足
。
ロ
叩

S
O
S
D
Z
}
u
o口
四
討
叩
吋
叩
向
田
門
知
ロ
ヴ
三
田
口

-
S
F
L
H叩
宮
司
吋
田
口
白
ー
ロ
マ
叩

自由

H
o
g
-
。
民
守
口
ロ
ロ
叩
問
。
σu弓円同少

}umH
同
O吋
ロ
g
山由

E
C門
担
げ
当
日
ユ
ロ
看
守
口
円
叩
げ
円
四
日
宮
田
ヴ
EHHd-HZCV}uo
当
。
当
日
V
F
g
g
B広

uR-F

U
1
5
5
8
E己
HHHUVN白神戸田

SHUmw回目ロロ叩一

Dロ
マ
目
、
当
日
回
目
HfHM弘
吉
田
ロ
岡
山
田
】
回
目
的
ヌ
ゲ
昨
日
守
叩
門
口
語
。

a
a
o
W
8
2
E
Z
-ロロ問。・

vm込
自
由
口

当日

H0・
V
8
H
g田口円】町市ロ
o
σ
N
2
F
N巾げヴ叩・

(
侃
)
此
の
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
の
第
二
法
典
の
規
定
|
|
元
来
エ
ド
ワ
ァ
ド
長
兄
王
の
第
一
法
典
第
一
章
の
ボ
ル
ト
外
売
買
の
全
面
的
禁
止
規
定
の
適
用

を
ニ

0
ペ
ン
ス
よ
り
も
高
価
な
動
産
の
売
買
の
場
合
に
限
っ
た

l
lは
、
そ
の
後
、
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
自
身
に
依
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
一
切
の
制
限

が
撤
廃
せ
ら
れ
、
ポ
ル
ト
外
の
売
買
の
自
由
は
全
面
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
ク
ソ
ン
語
の
オ
リ
ヂ

ナ
ル
l

テ
ク
ス
ト
が
最
早
失
わ
れ
、
前
掲
》
ρ
口白色江古田一円

2
2回
《
〔
註
(
回
)
参
照
〕
に
今
日
そ
の
ラ
テ
ン
語
訳
の
み
残
る
と
こ
ろ
の
同
王
の
第
四
法

典
第
二
章
に
は
、
「
し
か
う
し
て
先
づ
第
一
に
、
グ
レ
イ
ト
リ
に
て
定
め
ら
れ
し
一
切
の
制
令
は
、
町
(
h
H
.
t
凡な
M

)

に
お
け
る
取
引
(
遣
問
、
ミ
宮
崎
)
、

日
曜
日
に
お
け
る
門
取
引
〕
〔
関
係
の
制
令
〕
を
除
き
て
、
遵
守
せ
ら
る
ベ
し

(
E
F
S
宮
町
立
B
目的。的
F
己
Oヴ的
O
H
4
2
2円
O
B
E田
宮
内
出
n
F

心ロ
8
8
z
a
c円冊目件。-注目
B
H
u
g
-
S
E
Rロロ
FHV門町四時叩吋

B
2
3
2
5
口
芝
山
門
主
目
白
色
白
叩
山
口

D
S
E
W
8・
)
」
と
あ
り
、
又
同
王
の
第
六
法
典
第
十

章
に
は
、
「
此
の
集
会
(
|
|
本
法
典
冒
頭
に
見
ゆ
る
グ
レ
イ
ト
リ
の
集
会
〉
に
て
定
め
ら
れ
し
制
令
は
、
既
に
廃
止
せ
ら
れ
た
る
も
の
、
す
な
は

ち
、
日
曜
日
に
お
け
る
取
引
、
並
び
に
な
ん
び
と
も
衣
食
足
り
て
信
頼
し
う
る
詮
人
を
以
て
町
の
外
に
て
取
引
し
得
る
て
ふ
こ
と
、
〔
に
関
す
る
制

令
〕
を
除
き
て
、
遵
守
せ
ら
る
べ
き
こ
と

Q
8
H
B
S
吉
田
【
凶
G
E
a
r
s
-
a
E
R
g
-音
♂

HU叩
O白
日
比
m
E
B
問。
B
o
g
問。
gHfw
喝

m押さ
P
げ
三
宮



マ
即
日
吉
}
u
m
雪
印
吋
o
p
a
b
口
。
当
m
m
g
口
一
マ
8
H
a
喝
月
日
ω
ロ
ロ
ロ
回
目
白
旬
開
切
由
口
吋
立
口
問
-
M
W
H
u
m
相
同
H
H
H
白
H
H
5
5
p
-
g
問
。
呈
g
g
g
w
間
四
円
円
g司
R
B
a
s

s
m
w
℃
紅
白
ヴ
ロ
円
山
口
宮
吋
円
。
・
)
」
と
あ
る
。
以
て
、
当
時
の
騒
々
乎
た
る
商
品
交
換
展
開
の
大
勢
を
想
う
べ
き
で
あ
る
。
因
み
に
、
日
曜
日
に
お
け
る

取
引
は
、
そ
の
後
ま
た
、
エ
ゼ
ル
レ
ド
二
世
の
時
(
一

O
一
四
〉
禁
止
せ
ら
れ
た
(
同
玉
第
八
法
典
、
第
十
七
章
|
|
長
三
ω
ロ
5
8
雪
間
同
門
石
山
口
岡
田

ゲ
ろ
g
a叩

5
2
問
。
O
B叩

E
P
-
-
同
D
J
き
門
広
当
日
g
J
@
以
上
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
テ
ン
ポ
ロ
前
掲
書
一
四
六
七
頁
、
ソ

l
プ
前

掲
室
田
第
一
巻
一
二
八
頁
、
ま
た
、
ァ
テ
ン
ボ
ロ
前
掲
書
一
六
六

l
七
頁
、
ソ
ー
プ
前
掲
書
第
一
巻
二
四

O
l
一
頁
、
お
よ
び
、
リ

i
パ
!
マ
ン
前
掲

書
第
一
巻
二
六
五
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
書
一
一
一
二
三
頁
、
ソ

l
プ
前
掲
書
第
一
巻
三
四
四

i
五
頁
。

(

m

山
)
し
ば
し
ば
中
世
都
市
の
起
原
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
d
R
江
田
S
8
8
弓
、
の
提
唱
者
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
メ
イ
ラ
ン
ド
す
ら
、
次
の
ご
と
く
に

回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、

l
l
「
『
征
服
』
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
ボ
ロ
ウ
Z
B
兵
E
に
将
来
其
の
最
も
恒
久
的
な
特
徴
を
賦
与
す
べ
き
一
つ
の

動
因
が
作
用
し
始
め
て
い
た
、
ボ
ロ
ウ
は
将
来
商
業
の
中
心
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
若
干
の
場
所
は
、
そ
れ
ら
が
既
に
現
に
行

わ
れ
て
い
る
交
易
の
集
中
点
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
防
禦
工
事
を
施
さ
れ
ブ
ル
グ
げ
号
岡
田
に
転
換
せ
し
め
ら
れ
た
、
と
云
う
仮
説
を
無
下
に
斥
け

る
べ
き
で
は
な
い
」
(
円
巧
・
呂
町
去
ぽ
ロ
門
Y
U
3
5
h
目
白
河
町
S
陪
白
詰
弘
切
ミ
ロ
詰
弘
(
の
由
自
σ門
戸
品
開
O
W
H
∞
由
3
・
H
V
-
S
N
〉
。
又
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
ル

フ
冨
手
を
、

H
城
砦
と
し
て
、
避
難
場
所
と
し
て
、
軍
事
的
中
心
と
し
て
、
〔
口
一
般
的
民
族
的
集
会
ハ
B
o
o
g
)
組
織
の
単
位
た
る
、
集
会
を

有
す
る
場
所
と
し
て
、
〕
同
そ
こ
で
市
場
が
関
か
れ
る
場
所
と
し
て
、
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
@
諸
法
に
お
い
て
此
の
特
徴
が
際
立
た
し
め
ら
れ
る
べ
き

と
き
に
は
、
当
該
ブ
ル
フ
は
ポ
ル
ト
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
そ
し
て
多
分
抑
々
の
初
め
か
ら
そ
こ
に
は
ブ
ル
フ
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
ポ
ル
ト
が

存
し
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
」
(
忠
弘
-
w
ゆ
・
5
3
。
又
、
「
わ
れ
わ
れ
は
ボ
ロ
ウ
の
人
口
を
分
析
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は

ポ
ル
ト
に
合
意
さ
れ
る
商
業
的
要
素
、
或
い
は
プ
ル
フ
に
合
意
さ
れ
る
軍
事
的
要
素
を
、
計
量
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
併
し
、
と
う
見
て
も
前
者

は
、
『
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
ー
ブ
ク
』
の
作
製
に
先
立
つ
一
世
紀
聞
に
急
速
に
優
勢
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
」
C
Fミ
-
-
H
Y
H
U
⑦
と
。

ハ
邸
)
日
・
間
，
・
4

司
・
宮
山
広
】
虫
色
¥
吋
}
話
。
ユ
阿
佐
O
ご
Z
E
H
D
Z
問
F
J
p
h
な
F
包
札
口
、
弘
司
白
N
N
C
t
H喝
さ

-
J
N
o
-
-
H
山
(
H
g
由
)
〔
E
h
F
Q
N
N
司
h
H
E

』
u
b
Y
3
ロ
¥
旬
、
見
也
、
町
内
笥
科
目
白
H
白
書
送
阻
止
目
白
邑
・
自
己

-
S
出
・
〉
・
円
、
・
E
田
町
R
2
4
0
-
m
-
w
。
同
日
耳
目
白
岡
9
5
ロ
-
M
N
昌
弘
巳
包
・
、
H
，
D
5
0
・
思
叶
3
・

HHH.ω品・〕

ハ
印
)
国
-
H
P
戸
OM可

H
r
k
H
昌
傾
向
?
匂
両
H
b
昌
同
司
、
晶
君
弘
白
昌
弘
N
F
h
h
口
、
遺
言
。
D
5
5
a
(
F
S
白
o
p
H
田
町
凶
)
W
H
Y
S
-

〈叩〉

ζ
回
目
神
戸
白
ロ
門
Y
G
b
・
s
.
T
H
F
ω
町
内
よ
九
日
0
・

(
九
〉
の
宮
田
門
戸
g
H
M
m
w
g
・
0
戸

S
ロ
-
F
~
川
町
ミ
S
S
弘
』
『
b
H
S
S
志
向
由
連
室
町
白
ミ
H
b
~り

H
E
F
R
E
S
H
弘
同
居
志
苫
白
内
同
主
ロ
ミ
・

3
ユ
ア
可
・
『
可
巧
・
悶
・

H
N
a
g
-
a
・
げ

U
1
V呂
町
田
斗
白
山
骨
(
Z
P
口
口
即
日
目
S
ア
H
S印

U河
町
市
江
口
S《

Y
H
由
同
ω
y
目
y

∞
ω
・
因
み
に
、
ハ
ン
ド
レ
ド
な
る
名
辞
が
、
但
し
そ
の
ラ
テ

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
二
〉

一O
五



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
〉

一O
六

ン
語
形
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
わ
が
諸
王
の
法
典
上
に
初
め
て
現
わ
れ
る
の
は
、
エ
ド
ガ
ァ
の
父
エ
ア
ド
ム
ン
ド
玉
の
、
今
日
そ
の
ラ
テ
ィ
ン
l

テ

ク
ス
ト
し
か
残
っ
て
い
な
い
、
第
三
法
典
第
二
章
に
於
て
で
あ
る
。
即
ち
、
い
ま
盗
人
た
る
こ
と
を
立
謹
さ
れ
た
者
が
人
々
に
依
り
生
け
る
形
で
か

死
せ
る
形
で
か
捕
え
ら
れ
る
場
令
、
此
の
遺
跡
に
与
か
れ
る
人
々
の
う
ち
の
誰
か
に
向
っ
て
血
讐
を
開
始
す
る
者
の
懲
罰
へ
の
参
加
u
協
力
を
拒
む

者
は
、
主
に
対
し
〔
王
へ
の
不
服
従
の
科
料
と
し
て
〕
一
一
一

0
シ
リ
ン
グ
を
支
払
う
と
同
時
に
、
ハ
ン
ド
レ
ド
に
対
し
一
二

0
シ
リ
ン
グ
を
支
払
う
べ
し

と
一
規
定
し
て
い
る
の
が
夫
れ
で
あ
る
合
虫
色
宮
町
田
島
8

5
岡
山
口
常
広

&

8
怠
E
5
5
ロ
OHF
巾
日
告
白
骨
汁
ほ
関
山
口
凶
叫
:
・
:
:
R
F君
主
弓
な

阿

H
M
m
-
V

是
れ
に
依
っ
て
観
れ
ば
、
当
時
ハ
ン
ド
レ
ド
が
既
に
一
個
の
組
織
体
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
リ

i
パ
!
マ
ン
前
掲

書
第
一
巻
一
九

O
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
書
一
二
|
三
頁
、
ソ
ー
プ
前
掲
書
第
一
巻
二
五
二
頁
、
参
照
。
な
お
、
第
二
の
も
の
の
み
、
近
代
英
語

訳
を
併
載
す
。

(η
〉
前
掲
拙
著
『
形
成
』
、
九
一

i
四
、
一
三
一
一
!
三
、
二
ハ
Q
|
一
頁
、
そ
の
他
の
箇
所
、
参
照
。

(
同
)
〔
日
〕
〔
切
叩
問
叩
B
C
E
B〕
V
由。
8

5
田口

V
ロ
ロ
舟
冊
。
問
。
s
u
f
問
看
由
民
也
伊
円
四
8
2
4
8
?
¥
門
了
H

〕
W

V
阻
害

2
gロ
マ
ユ
宅
一
回
O
百
四
日
開
円
。

σロ
吾
四
冊
目
b
H
U
1
2
4
3

閉口町四四
B
U
F

リ
l
パ
!
?
ン
前
掲
窪
田
第
一
巻
二

O
二
l
l
三
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
書
二
六
七
頁
、
ソ

l
。
フ
前
掲
書
第

一
巻
二
六
八
1

九
頁
、
参
照
。
な
お
、
近
代
英
語
訳
の
み
、
ウ
ァ
イ
ト
ロ
ク
前
掲
史
料
集
、
三
九
七
頁

Q

(
日
〉
リ

l
パ
!
マ
ン
前
掲
書
第
一
巻
一
九
二

l
三
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
喜
一
六

l
七
頁
、
ソ

l
プ
前
掲
室
圏
第
一
巻
二
五
八

i
九
頁
、
参
照
。
尚
、

ウ
ァ
イ
ト
ロ
ク
前
掲
史
料
集
の
三
九
三
頁
は
、
近
代
英
語
訳
の
ほ
か
、
此
の
問
題
多
き
法
典
に
関
す
る
詳
細
な
る
解
説
を
付
す
る
を
以
て
有
用
。
い

ま
、
夫
れ
に
拠
れ
ば
、
斯
か
る
四
週
間
毎
に
開
か
れ
る
ハ
ン
ド
レ
ド
の
裁
判
集
会
は
、
此
の
律
令
の
発
布
以
前
か
ら
存
在
し
た
こ
と
ほ
確
実
で
、
ハ

ン
ド
レ
ド
が
集
会
を
有
っ
た
場
所
は
、
屡
々
夫
れ
ら
が
さ
わ
め
て
畢
い
時
代
か
ら
集
会
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
設
す
る
所
の
名
称
を
有
し
て
居

り
、
ま
た
、
地
方
(
農
村
)
の
土
地
を
、
課
税
賦
課
上
、
一

O
O
ハ
イ
ド
乃
至
そ
の
倍
数
と
い
う
端
数
の
付
か
な
い
数
字
で
評
価
し
て
い
る
護
拠
も
、

早
期
の
時
代
か
ら
存
在
す
る
と
。

(
お
)
の
・
国
-
J
1

・
ω
ロ
H
F
叩H
1
日
間
ロ
門
ゲ
同
s
h
N
g
F

。as
b
h
p
q
q
。
HMW
由。(円、。ロ
a
o
p
g
叶∞〉
-
-
v
H
Y
H
ω
∞・

(
叩
川
)
戸
上
一
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ス
ン
鋳
貨
の
機
能
に
つ
い
て
」
(
神
戸
大
学
『
経
済
学
研
究
・
年
報
』
二

O
(
一
九
七
=
一
)
)
一
四
四

i
六
頁
。

(η
〉

F
O吋
p

q

b
・
門
町
内
よ
匂
-
H
M
0
・

(
市
)
戸
上
一
「
ア
セ
ル
ス
タ
ン
主
の
貨
幣
政
策
に
つ
い
て
」
六
七
頁
、
ま
た
、
ド
。
3
r
e・門誌
-
w

匂-
H
N
O

参
照
。

ハ
乃
)
宮
山
口
伊
国
冊
目
ロ
ロ
ロ
ア
み
3
h
N
q
1
白白
i

言
語
、
き
詰
出
向
同

(
F
o
p
a
o
p
H
U
定
)
唱
旬
日
y
M
H
同・

(
問
)
戸
上
一
「
エ
ド
ガ
ァ
王
の
幣
制
改
革
に
つ
い
て
」
(
そ
の
一
〉
(
『
国
民
経
済
雑
誌
』
第
ご
二
三
巻
(
一
九
七
六
)
第
二
号
ど
ハ
六
頁
、
参
照
ゅ



因
み
に
、
こ
の
ロ
ウ
マ
ン
プ
リ
テ
ン
時
代
、
事
団
(
な
柱
。
)
の
駐
屯
す
る
要
塞
(
ミ
崎
町
、
宮
珪
)
た
り
し
チ
ェ
ス
タ
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、
そ
の
後
八
九
四
年
、
デ
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の

襲
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と
こ
ろ
と
な
っ
た
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と
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既
に
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つ
の
無
人
都
市
」
(
き
認
定
ミ
ミ
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5マ
と
で
あ
っ
た
と
一
吉
田
わ
れ
、
九
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七
年
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至
っ
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ア
ン
グ

ロ
ウ
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サ
ク
ソ
ン
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を
再
建
し
た
の
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あ
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S
O
F
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吋
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句
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目
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叶
戸
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宮
♂
包
叫
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・
E
・
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一
閃
し
て
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造
幣
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建
後
間
も
な
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設
せ
ら
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ア
ン
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ロ
ウ
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ク
ソ
ン
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滋
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円
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ゼ
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h
p巴
吋
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円
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回
目
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円
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U
吋
∞
¥
由

t
H
O
M
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時
代
、
そ
の
第
三
法
典
(
九
七
八
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一
O
O
八
)
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第
八
章
第
一
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於
て
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し
て
王
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何
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幣
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〉
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ら
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葉
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司
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